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宇沢弘文（東京大学名誉教授）は経済学分野において偉大な功績を遺した経済学

者である。その生涯は、佐々木実著「資本主義と闘った男―宇沢弘文と経済学の世

界」（2019 年 3 月、講談社）に余すところなく描かれている。宇沢は、1956 年以

降アメリカ経済界で大きな業績を残したが、突然日本に帰国し、「自動車の社会的

費用」や「社会的共通資本」の経済学の新たな分野で大きな行政を残した。 

宇沢の業績の最たるものが「社会的共通資本」に関する研究である。以下、宇沢

の社会的共通資本の考え方をまとめてみる。 

社会的共通資本（(Social Common Capital)は社会資本（Social Overhead Capital）

とは厳然と区別される。社会資本は、経済学上の概念であり、企業・個人の双方の

経済活動が円滑に進められるために創られる基盤のことである。これに対して、社

会的共通資本は、社会学的要素を含んでおり、それは、「一つの国ないし特定の地

域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、優れた文化を展開し、人間的

に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような自然環境と社

会的装置を意味する。社会的共通資本は、究極的には市場経済制度を中心として、

全ての人間活動が行われる場をより一層広範な社会的、文化的、自然的、制度的環

境としてとらえ、それを市場経済制度に投影することによって、経済学的な分析を

可能にするためにつくられた概念であり、一人ひとりの人間的尊厳を守り、魂の自

立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために、不可欠な役割を果たすも

のである。それはたとえ、私有ないしは私的管理が認められているような希少資源

から構成されていたとしても、社会全体にとって共通の財産として、社会的な基準

に従って管理・運営される。社会的共通資本の具体的な構成は先見的あるいは論理

的基準に従って決められるものではなく、あくまでも、それぞれの国ないしは地域

の自然的、歴史的、文化的、社会的、経済的、技術的諸要因に依存して、政治的な

プロセスを経て決められるものである。」（宇沢弘文著「社会的共通資本」岩波新書。

以下も適宜引用）。 

社会的共通資本は自然環境、社会的インフラストラクチャー、制度資本の三つの

大きな範疇に分けて考えることができる。自然環境は、大気、水、森林、河川、湖
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沼、海洋、沿岸湿地帯、土壌などである。社会的インフラストラクチュアーは、道

路、交通機関、上下水道、電力・ガス等、通常、社会資本と呼ばれているものであ

る。制度資本は、教育、医療、金融、司法、行政などの制度を広い意味での資本と

考えようとするものである。 

社会的共通資本は、それぞれの分野における専門的知見に基づき、職業的規律に

従って管理運営されるものである。社会的共通資本の管理・運営は、決して政府に

よって規定された基準ないしは、ルール、あるいは市場的基準に従って行われるも

のではない。この原則は、社会的共通資本の問題を考えるとき、基本的重要性を持

つ。社会的共通資本の管理・運営は、フィデュシアリー（Fiduciary：信託・受託）

の原則に基づいて信託されるからである。 

社会的共通資本は、そこから生み出されるサービスが市民の基本的権利の充足に

際して、重要な役割を果たすものであって、社会にとって「大切な」ものである。

このような資産を預って、その管理を委ねられるとき、単なる委託行為を超えて、

フィデュシアリーな性格を持ち、社会共通資本の管理を委ねられた機構は、あくま

で独立で自律的な基準に従って行動し、市民に対して直接的に管理責任を負うもの

でなければならない。 

どのような希少資源が、社会的共通資本として、フィデュシアリーな原則に従っ

て管理されるかということを決定するプロセスは、必然的に政治的な性格を持つ。

それは、単に資源配分の効率性ということだけでなく、社会的安定性、公正、平等

という基準がより重要な位置を占める。 

 

このような、社会的共通資本の観点から、現在、社会的に大きな問題となってい

る空き地空き家問題を考えてみよう。わが国の空き地空き家問題は先進諸国の中で

も際立って特殊で大きな社会問題となっている。中心市街地は、都市構造の核とな

るもので、地域に住む人々の生活の縁（えにし）の場ともなり、政府も中心市街地

の振興・活性化に関して様々な政策を推し進めている。現在の「中心市街地の活性

化に関する法律」は 1998 年制定されたものであるが、その中でも中心市街地の経

済及び社会の発展に果たす役割の大きさが述べられている。手厚い公的資金や豊富

な人材の投入を図ってきた経緯もあり、その面では Public 性を持つと言っても過

言ではないであろう。そのような Area において、土地または建物が使用すること

なく放置されている、場合によれば所有者が不明なケースもあるといった事象は社

会的に何らかの措置を講じる必要がある。 

ヨーロッパ諸国では、土地・建物を個人が勝手に所有・放置することは共同社会

において甚大な悪影響を与えるとして、地域でこれを規制したり、税制上の措置を
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講じたり、場合によれば強制的に収用したりしている。 

これらに対し、わが国においては先進諸国に見られないような絶対的土地所有権

により許容（放置）されているのが現状である。これは、憲法第 29 条の「財産権

は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法

律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いるこ

とができる。」との規定からきている。問題は当該条項の第 2 項の「公共の福祉」

の解釈である。1990 年代の土地基本法制定の時に議論されたが、この「公共の福

祉」はかなり狭く解釈されることとなり、却って土地の所有権を強める結果ともな

った。現在でもこの土地の所有権と公共の福祉との力関係について種々議論される

が、これを覆すことは至難の業となっている。 

では、中心市街地という地域にとって大きな社会的意義を持つ空間で、所有者が

社会的責務を放棄している財産をいかにするか、これを社会的共通資本とすること

はできないかが本稿の主題である。 

宇沢は、私有ないしは私的管理下にある資産も社会的共通資本として認められる

とする。即ち、資産の所有関係に拘わらずその資産の性格によるものとしている。

その点からすれば、地域で大きな意義を持つ中心市街地にある土地あるいは建物は

その性格上何らかの操作を加えることにより社会的共通資本に昇華することがで

きるのではないか。ここで注目されるのが、宇沢がいう「フィデュシアリー

（Fiduciary：信託・受託）の原則に基づく信託」行為である。その考え方からすれ

ば、わが国における市街地の空き家空き地を社会的共通資本とするには、これを信

託することが一つの方策であろう1。 

土地信託は、12世紀頃のイギリスで領主からの相続財産没収に対抗するために、

土地所有者が教会に土地を信託(Trust)することから始まった。その後、アメリカに

わたりビジネス信託として発展した。遺産税方式となっていることもあり富裕層の

信託ビジネスとして発展してきた。この信託方式がわが国に導入されたのは、明治

38 年と意外と古い。その後、明確な規制が講じられない中で民間の信託会社が乱

立し、その多くが破綻し債権者が膨大な損害を蒙ることとなった。このため、政府

は、大正 11 年「信託法」「信託業法」のいわゆる信託 2 法を制定し、信託に関する

基本的な規定を定め、その後、信託業務は信託業法に基づき許可された銀行に限定

されてきた。信託財産は、不動産、動産、金銭等が規定されるが、金銭信託が中心

となって運営され土地信託は余り注目されなかった。この土地信託が一躍クローズ

                                                   
1 勿論、公的団体に寄付、譲渡等の手段で所有権を移転するケースがあれば、社会的共

通資本化することになるであろうが、現実問題として公的団体はこれらの行為を受け付

けないケースが多い（2019 年 9 月 3 日：日刊建設工業新聞「所論諸論」筆者著より） 
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アップされたのがバブル経済期である。地価が高騰し、投機目的の取引が横行する

中で、土地取引自体が困難な環境となった。特に、国公有地の処分・活用において

は何らかの新たな方式が必要との声が大きくなったが、会計法、地方自治法におい

ては、（普通）財産の管理処分方法として、「貸し付け」「交換」「売り払い」「譲与」

等しか規定されていなかった。そこで、1987 年、会計法、地方自治法を改正し、こ

れら財産の処分形態として「信託」が挿入されることとなった。これを契機に土地

信託は公民間、民々間で適用されるようになってきている。但し、信託の適用が拙

いケースも現出し、また、信託銀行もやや消極的になり最近ではやや下火であるこ

とは否めない。勿論、公的団体に寄付、譲渡等の手段で所有権を移転するケースが

あれば、社会的共通資本化することになるであろうが、現実問題として公的団体は

これらの行為を受け付けないケースが多い。（2019 年 9 月 3 日：日刊建設工業新聞

「所論諸論」筆者著より） 

この市街地の空き地空き家を社会的共通資本とする信託は、信託銀行や信託会社

への信託よりは何らかの公的色彩を帯びた民事信託2が望ましい。信託銀行等によ

る業務信託はあくまで土地の有効活用等を目的とした商行為として行われるもの

であり、社会的共通資本化とは相容れない。社会的共通資本化する何らかの受け皿

機関への民事信託が望ましい。 

宇沢は、ここでコモンズ概念を提示している。次のように述べる。 

「自然環境の場合、歴史的なプロセスを経て形成されてきた様々な形態を持つ

『コモンズ』が、このような（社会的共通資本運営の受け皿としての）社会的組織

の典型と考えられるが、社会的インフラストラクチュアー、制度資本の各構成要素

についても、（それらはいずれも人工的に作り出されたものではあるが）『コモンズ』

                                                   
2 信託には、業務信託と民事信託とがある。業務信託は信託業法（金融庁所管）に基づ

く信託であり、信託を業とする信託銀行や信託会社に限定して行われるものである。民

事信託は信託法（法務省所管）に基づく信託であり、信託を業としない（民法上の）行

為として位置づけられる。最近では、金融庁から「所有者不明土地への民事信託の活用

可能性―信託業法における営業等に関するノーアクションレター回答」出されており、

次の限定要件を付して、所有者不明土地への民事信託を認めている。  
①信託引き受け後の受益権の第三者への処分の禁止。これにより、受益証券が一般公衆

に流通し、不特定多数の者が受益者とはならないこととなる。  
②信託財産は、特定地域における特定された物件とされることとし、本件以外の引き受

けは認めない。  
③受託者には信託法に基づき、忠実義務、善管注意義務、分別管理義務が課される。例

えば、受託者である市 100％出資会社が、何らかの収入を得た場合、受託者としての

分別管理義務に基づき、信託財産に帰属すべき金銭（信託対象共有持ち分の収益部

分）とそれ以外の固有財産に帰属すべき金銭を分別して管理することが必要となる。 
④信託の受託者として負う義務が適切に履行されることを確保する観点から、弁護士そ

の他の法律専門家による法的側面のサポートが必要。 
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に相当する組織によって管理運営される。この組織は、あくまでも独立で、自立的

な基準に従って行動し、市民に対して直接的に管理責任を負うものでなければなら

ない。そして、（前述のように）この管理会社は職業的専門家によってその知見や

規範に従い管理・維持されなければならない。」 

これらの文脈からすると、中心市街地における空き地空き家信託の受け皿として、

地域住民が関わる何らかの公的主体が望ましいということになる。第一義的に自治

体が受け皿となることも考えられようが、継続性の担保3や職業的専門家集団の確

保等からすれば相応しいとは言えないであろう。そこで、「地域住民の参画」「公共

性」「継続性」「専門的職業的スタッフの確保」という観点から、自治体等が出資し

コントロールする株式会社が適切ではないかと考えられる。 

株式会社と言えば直ちに利益追求原理が目的でありこのような公的役割を負う

には相応しくないという意見も一部にあるかも知れないが、ここでいう株式会社は

公的業務を遂行するための公的性格を持つ会社であって、いわば「地域公共会社

(Local Public Company)」の範疇に位置付けられるものである。株主の出資構成4

や定款で定めれば株式会社の単なる利益追求原理は克服することができる。現に、

ヨーロッパでは、フランスを中心にこの地域公共会社が大きな役割を果たしつつあ

る。 

（以上） 

 

なお、日本不動産学会における宇沢の講演議事録を末尾に添付する 

  

                                                   
3 政治に左右されることもあり得る。  
4 地域の企業や個人が出資者に加わる時には、議決権ナシの形態が望ましい。最終的に

は実質的に自治体 100％出資会社が望ましい。  
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平成 20 年度の日本不動産学会における宇沢弘文氏による特別講演「宇沢弘

文・社会的共通資本を語る」議事録 
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※風見正三：宮城大学教授 


